
勤務条件 

勤 務 期 間 
原則６ヶ月以内 

※臨時職員を必要とする期間が勤務期間となります。 

勤 務 場 所 寄居町役場本庁舎又は町内施設 

業 務 内 容 

一般事務（障がい者枠含）、保育士、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、

臨床検査技師、栄養士（管理栄養士含）、埋蔵文化財発掘調査（整理作業含）、

その他 

勤 務 時 間 

１週間あたりの勤務時間 ３８時間４５分 

午前８時３０分～午後５時１５分（休憩１時間） 

※勤務先により変更になる場合があります。 

また、パートの場合については、勤務先との面談等により決定します。 

休 日 
土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～翌年１月３日） 

※勤務先により変更になる場合があります。 

休 暇 年次有給休暇（１ヶ月の勤務実績に対して１日を付与） 

賃 金 

一般事務（障がい者枠含）、埋蔵文化財発掘調査 時給  ８３０円 

保育士、栄養士 時給  ９２０円 

保健師、助産師 時給１，２００円 

看護師、歯科衛生士、臨床検査技師、管理栄養士 時給１，１００円 

※別途、町基準による交通費（徒歩の場合を除く）を勤務日数分支給します。 

賃 金 支 払 月末締め・翌月１５日払い 

社会保険等 

・勤務時間が正職員の３／４以上の場合 

⇒健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。 

・契約期間が３１日以上であり、かつ勤務時間が週２０時間以上の場合 

⇒雇用保険の被保険者となります。 

 

 


